
  令和６年４月時点 

ゴミの分け方・収集日 

分 類 種          類 収集日 

可燃物 一般に家庭から出るごみで燃やすことができるもの。 毎週水曜日 

不燃物 

鉄くずで専用の袋に入る大きさのもの。 

スプレー缶は使い切ってから穴を開けて出す。 

（それ以上のものは粗大ごみです。） 

奇数月の 

第 2木曜日 

①ガラスくず・陶器くず、②割れた蛍光管、③灰、で専用の袋に入る大きさ

のものをそれぞれ分別。 （それ以上のものは粗大ごみです。） 

偶数月の 

第 2木曜日 

資源物 

飲料缶（アルミ・スチール）、缶詰の缶 

                  

マークのあるもの 

毎月 

第 1木曜日 

・新聞紙  

◎紐で十字に縛って出してください。 

 

・ペットボトル       マークのあるもの 

毎月 

第１土曜日 

・段ボール 

◎段ボールは紐で十字に縛って出してください。 

 

・プラスチック製容器包装       マークのあるもの 

◎洗ってきれいにしてください。汚れたものは可燃物としてください。 毎月 

第２土曜日  

・白色トレイ        マークのあるもの 

 

◎洗ってきれいにしてください。汚れたものは可燃物としてください。 

（資源ごみ袋に入れずコンテナへ出してください） 

・雑誌 ・古着 ・牛乳パック 

◎紐で十字に縛って出してください。 

 

・紙製容器包装        マークのある物 

 

◎洗剤の箱など匂いの強いものは入れないでください。 

毎月 

第３土曜日 

・ビン類（白（無色）、茶、その他） 

 汚れがある場合、割れているものは不燃物として出す。 

◎口金、プラスチックは取り除いてください。 

毎月 

第 3木曜日 



  令和６年４月時点 

※筑北村役場  役場駐車場自転車置場横ゴミステーション 

※坂北支所   商工会横ゴミステーション 

※坂井支所   坂井小学校体育館入口横 

※小型家電   役場、各支所の玄関入口内に回収ボックス設置 

 

午前８時までに所定のステーションへお出しください。 

 

・ごみ袋に入りきらないもの、分別ができないものは粗大ごみ（有料）となりますので指定の日に

回収となります。 

 

・可燃性の粗大ごみ（ふとん、木製家具など）は穂高クリーンセンターに有料で持ち込みできます。

（お問い合わせ：エコグリンサービスあづみ野㈱ ☎82—1700） 

 

・近年リチウム電池によるごみ関連施設の火災が多発しています、分別には特に留意ください。 

 

・蛍光灯ステーションにおいて、不適切なゴミが多くなっていますので、今一度ご確認ください。 

 

◎不燃物スプレー缶の排出方法については、収集の都合により変更させていただきます。 

 

 

お問い合わせ先 

住民福祉課 住民係 電話：0263-66-2111 

蛍光灯 蛍光管 （LEDや割れた蛍光灯、電球、本体器具は不燃物です。） 

随時受付 

収集場所は 

下記※の通り 

です。 

乾電池 
乾電池・ボタン電池（マンガン、ニッカド、アルカリ、水銀、ボタン電池） 

※リチウムイオン電池は小型家電として出してください 

ライター 使用済ガスライター 

インクカー

トリッジ 
使用済みインクカードリッジ 

使用済小

型家電 

 ・通信機器類、PC及び周辺機器、AV関連機器、ゲーム機器、調理機器、

衛生機器、美容機器、車載電子機器、などの家電機器 

 ・携帯端末などリチウムイオン電池を使用した機器 

 ・役場、各支所に設置されている回収ボックス（40㎝×20㎝）に入るもの 

  （それ以上のものは粗大ごみです。） 

粗大ごみ 

布団・ソファー・ガスレンジや古タイヤなど不燃ごみ袋に入らないものや分

別ができないものなど 

冷蔵庫・テレビ・エアコン・洗濯機の家電４品目は、リサイクル料金が必要

です 

春と秋の 

指定の日に 

有料で 

回収します。 


